
○議長（鳥居直記君） 出席議員半数以上でありま

す。これより議事日程第４号により本日の会議を

開きます。

日程１

市政一般質問

について、３月８日に引き続き市政一般質問を行

います。42番柴田 朴議員。

〔柴田 朴君登壇〕

○42番（柴田 朴君） 柴田 朴でございます。

日本共産党を代表いたしまして、さきに通告し

ておきました質問項目に沿ってお尋ねしますので、

市長初め担当部長の誠意ある答弁を求めるもので

あります。

今日の日本経済は、専門家の言葉をかりるとデ

フレスパイラルと表現しています。単なる景気の

悪化ということだけでなく、同時並行で物価の下

落が進んでいる、これは戦後の日本でも初めての

経験だと言われています。Ｇ７のサミット諸国を

見ても、こういう経験をしている国は戦後ないと

言われ、未知の体験、未知の領域に日本経済が入っ

てきてしまったと言われております。なぜ、デフ

レが生じているのか。その要因はいろいろありま

すが、中心的には需要の不足に原因があると言わ

れております。政府の公式資料を見ましても、需

給ギャップ、いわゆる需要と供給の格差は、

ＧＤＰ（国内総生産) は500兆円と言われている

中で、約20兆円から30兆円、需要が不足をしてい

ると計算をされています。

このような中で、小泉内閣も遅まきながら、先

日、デフレ対策を発表いたしました。その内容は、

結局、不良債権の早期解決を柱としたもので、国

民の家計消費を温めるどころか、逆に国民生活に

痛みを押しつける政策となっています。これに対

して、日本共産党は、次のように提案しておりま

す。

１つは、雇用の問題です。多くの大企業がＮＴ

Ｔなどに見られるように、黒字経営を続けながら、

国際競争に勝つためと称して10万人とか15万人と

か次々と人減らしを発表し、製造業とかＩＴ関連

企業を含めると、当面だけでも80万人とも90万人

とも言われております。この問題を企業の社会的

責任を含め、政府は首切りを中止させるべきであ

る。

２つには、社会保障の問題であります。年金の

改悪に続いて、医療費の値上げ、サラリーマンの

健保引き上げ、それから窓口の３割負担、介護保

険料プラス利用料の負担など次々にやられてくる

と、国民は、先々の生活の見通しが全く立たなく

なると言っております。これら社会保障関係の値

上げや改悪を直ちに中止をすること。

３つ目には税制です。所得や財産にかかわりな

く大人１人当たり定額課税の消費税では不公平で

す。あくまでも所得に応じた累進課税が基本であ

ると思います。

したがって、政府は思い切って消費税を３％に

戻すぐらいの決断をして不況からの脱出を図るべ

きであると、このように提案をしているわけであ

ります。

以上の国の財政のあり方について、大綱的に触

れてきましたが、このような立場から、長崎市の

財政の現状を見てみたいと思います。単に、最近

２、３年の数字の変化だけでなく、平成３年度か

ら平成12年度まで10年間の財政の流れを、１つは

性質別に、２つは款別に見てみました。財政諸費

用についても、中核市を中心とした30都市の中で、

長崎市はどのような位置にあるのか比較してみま

した。

まず、財政指標から見てみますと、これは平成

12年度決算ですが、都市の財政力を示す財政力指

数というのがあります。これは、１に近い方がよ

いわけですが、長崎市が0.576％、30都市の平均

が0.81％で、30都市の中で29位、下から２番目で

あります。

次に、財政が硬直化しているかどうかというこ

とを見る経常収支比率というのがございますが、

30都市平均で80.1％に対して、長崎市は87.8％で、

平均数値より7.7％も高くなり、硬直化がひどく

なっているという状態であります。

公債費比率は20.6％、30都市の平均数値が14.9

％ですから、30都市の中では２番目に借金の多い

都市となっております。ちなみに、１番は同じく

九州の熊本市であります。

次に、平成３年度から平成12年度までの歳出を

性質別に見てみました。私が注目したいのは、市

税収入が毎年500億円前後で推移しているのに、

投資的経費を平成４年度から平成10年度まで200
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数十億円から300億円を超して支出をしているわ

けです。このようにして、平成４年度から平成10

年度までのわずか７年間で1,741億円の借金がふ

えているという勘定になります。ここに私は、長

崎市の財政が大ピンチになってきた主なる要因が

あると考えております。

もう一つ、大事なことは、この７、８年の間に、

公共事業が急速にふえたために、市民生活分野の

民生費や教育費などが減ってきていることもわか

りました。例えば、ここでは時間がありませんが、

教育費でいうと、平成３年度で全体の支出の中で、

教育費は11.4％でございましたが、10年たった今

日、平成12年度では7.0％と、こういうふうになっ

ております。その上に、さらに今度の施政方針で

は、市当局は行政改革大綱を改定して、職員数を

昨年度の4,200名体制から平成18年度までに

3,900名にまで減らしていくと、そのリストラの

内容が発表されております。

以上のような今年度の施政方針、新年度の予算

案をいろいろ見たとき、深刻な不況のもとで苦し

んでいる42万市民を励まして勇気づけていく、そ

ういう内容に残念ながらなっていないということ

を申し上げたいと思います。

以上の立場から、次の点についてお答えいただ

きたいと思います。

１つは、この10年間、公共事業の拡大を重視し

たために、市民生活分野のこういった教育費など

の落ち込みをどのように考えておられるのか。

２つには、公債費比率が平成12年度で20.6％、

このこと自体がもう危険ラインを超えているわけ

ですが、さらに、数年後は22％を超えると言われ

ております。今後の正常化の展望を示してくださ

い。

３つ目は、公共事業の中で、ハコモノも含むグ

レードの高いものを、これを見直してやるべきで

はないか。

４つ目は、各費目の中で食糧費、これは平成12

年度末で2,200万円、旅費が平成12年度末で４億

200万円、海外出張が約2,600万円、そして、議会

費を見ると、議会の調査研究費は5,520万円、そ

の他となっておるわけですが、私は、類似都市と

比較をして、こういった海外出張費、例えば

2,600万円と、こういうものでも非常に税収の割

には長崎は海外出張費その他も高いと、こういう

関係にございます。旅費の４億200万円、こうい

う問題についても思い切って見直しをしてみる必

要はありはしないか。食糧費は大分見直しをやっ

てきたと思っておりますが、まだ2,200万円の食

糧費が12年度末まで使われていると、そういうこ

とについて見直しを求めるものであります。

次に、不況対策についてお尋ねします。

小泉内閣の不良債権処理の強行は、銀行の貸し

渋りを一段と強めています。その結果、県や市が

設けている各種融資制度は十分な働きをしていま

せん。銀行が金を貸さないからであります。した

がって、業者は銀行に行くのをあきらめて、商工

ローンやサラ金に走り、不当な金利に追われると

いう新たな悲劇が生まれております。

我が党は、数年前から市の直貸し制度を設ける

よう提起してきました。商店や中小企業は、月末

の締め切りになると50万円、100万円の金がほし

いのです。銀行ＯＢなどの応援を受けて、市とし

ての直貸し制度を設けて貸し渋りなどに対応すべ

きではないかと考えます。

私は、昨年の12月議会でも、不況対策の立場か

ら市に対策本部を設けて業者の動向を把握しなが

ら相談に乗るべきだと提起しました。なぜかと申

しますと、現在、３月という年度末を迎えて、全

国的にも企業倒産などが広がり、地方の商店街や

市場でもシャッターを閉めているところがふえて

います。ところが、商工部に今日の長崎の経済動

向を聞いても、これはほとんど把握しきれていな

い。資料が出ても１年前ぐらいのものしか出てこ

ない。こんなとき、新しい雇用対策として若者を

協力してもらうならば、商店街や市場の動向など

状況把握ができるのではないかと思っております。

お答えいただきたいと思います。

次に、行政改革と公共性を守るという立場から

お尋ねします。

長崎市は、近く市立保育所２カ所、福田保育所

と茂木保育所を民間に移譲すると発表し、地元で

説明会を開いていることを明らかにしました。長

崎市内には、現在、公立保育所が12カ所、私立の

保育所が54カ所あります。合わせて66カ所になり

ます。この66カ所の定数が5,625名、これに対し

て、実際の入所者数は7,011名、つまり、定員を
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超えて入所している児童1,386名、待機児童が352

名であります。

したがって、児童福祉法で定められた定数を守

るならば1,700名以上が待機児童になるわけです。

行政としては、直ちに公立の保育所をつくって、

待機者を次々に入れるべきではあります。それを

やらないで、定数オーバーで1,300名も押し込み

ながら、逆に公立保育所２カ所を民間に移譲する

ということは、一体、どういうことでありましょ

か。その理由についても明らかにしていただきた

いと思います。

同じく、公共性を守るべき市民病院の患者給食

を民間に委託し、このとき我が党は強く反対しま

した。結果的に、我々が主張したとおり、この諸

問題が発生し、とうとう契約していた会社と途中

で契約を解約して、新たな会社と契約するという、

こういう失態を演じてきました。当時、我が党は、

患者の給食は治療の一環であり、一人ひとりの入

院患者の病状にあわせて、病院内で医師と栄養士、

調理師が相談しながら直営でつくるべきだと主張

してきました。何でも経費を安上がりにさせれば

よいのではありません。公的病院は、すべての点

で公共性を守ることが大切であり、今回のこの事

件は、最近の市当局の公共性を無視した行革の典

型であると私は思います。

答弁を求めます。

次に、教育行政についてお尋ねします。

代表質問の初日から、多くの同僚議員が教育問

題について質問が集中しました。これは現在の子

どもたちの教育のあり方が注目され、何とかみん

なで解決の方法を探りたいという熱意のあらわれ

だと私は思います。不登校、いじめ、学級崩壊、

受験競争と、私どもの時代には想像もできなかっ

たことが起こっています。

私は、現代の子どもたちの問題を考えるとき、

我々が注意すべきことは、我々の時代と今日の社

会情勢、経済情勢、テレビなどを含む文化情勢と

いいますか、大きく変わってきていること。親を

巻き込んだ受験戦争のエスカレート、これらの変

化を念頭に置いて論じなければならないと思いま

す。現代の大人社会の変わり方が、子どもたちに

いろいろな戸惑いを与えていないか、このことを

念頭に置かないで、子どもたちにだけ要求をする、

注文をつけるという姿勢では、本質的な問題の解

決にはならないのではないでしょうか。「今の子

どもたちは居場所がない」とよく言われます。学

校に行って、現在の学習指導要領ではついていけ

ない、だから、学校はおもしろくない。家に帰る

と、両親からすぐ塾に行きなさい、宿題をしなさ

いと、本当に居場所がないわけです。当然、子ど

もたちはストレスがたまるでしょう。このような

環境の中で、子どもたちの発達や成長がゆがめら

れていくとしたら、大人の責任は大きいと私は思

います。

昨日の新聞を開きましたら、一面に大きく少人

数学級16県に拡大、昨年度は秋田県、新潟県、広

島県、愛媛県、鹿児島県、今年４月からは青森を

初め、さらに、これに加わっていくというふうに

報道されております。全国あちこちの知事や市長

が手を挙げて、自治体が財政を負担をしてでもや

ろうと、こういう流れが出てきたことは非常に喜

ばしいことで、日本の教育の流れを変える節目に

なると私は思います。

以上の立場から３点質問します。

1.市内小中学校の不登校の現状と対策を説明く

ださい。

2.30人学級の促進とその取り組み。

3.完全学校週５日制について。

次に、農林水産行政についてお尋ねします。

本市における農業の現状を見るとき、平成２年

の時点で、長崎市内の農家戸数は3,176戸でした。

それが10年たった平成12年で2,379戸であります。

この10年間で800戸は農業をやめたことになりま

す。そこには高齢化の問題、後継者がいない問題

など、いろいろ理由があると思います。しかし、

私は、その根本に国の農業政策が農業をやってい

る人々に夢と希望を与える政策を示すことができ

ないところに大きな問題があると思います。次々

に農産物の自由化に踏み切っていく。日本の家族

的農業では、アメリカや中国、ヨーロッパなどの

大規模農業に太刀打ちできないのは当然でありま

す。だからといって、政府は、農民の立場を守っ

てセーフガードもできない。政府が数年前から打

ち出した新農業政策は、輸入を前提にして認定農

業者制度、もう一つは、法人組織にして会社組織

とする。こうして現在で全国300万戸以上の農家
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を法人組織もあわせて40万戸ぐらいにしていこう

と、こういう動きであります。

長崎市内でも、既に2,300戸の中で、認定農業

者は２月末で131名となっております。10年ぐら

い前までは、長崎市でもビワや温州ミカンのほか

に、バレイショ、イチゴ、生姜、ネギ、ホウレン

ソウ、そういったものが行政も力を入れておりま

した。しかし、現在では、それが見えなくなりま

した。2,300戸の農家が農業を続けているとき、

わずか130戸程度の認定農業者だけに行政の支援

が集中すると、他の農家はどうなっていくのでしょ

うか。長崎市の農業の現状と今後の農業振興の展

望についてお答えください。

次に、水産行政についてお尋ねします。

橘湾と有明海汚染の関係をお尋ねします。長崎

市は、つくり育てる漁業の拠点として、これまで

橘湾を中心に事業を展開し、多額の投資を行って

きました。１つは、漁場の保全と養殖場の造成で

あります。網場湾を中心に大規模な藻場の造成を

行ってきました。２つには、栽培漁業の推進とい

うことで、マダイ、クルマエビ、アワビなどの重

要な水産種苗の大量生産、供給及び関連技術の開

発等で、これは長崎市の水産センターを設置して

頑張っております。これだけでも約24億円の投資

をしております。

こういう状況の中で、平成８年から11年にかけ

て、新たに魚類生産棟などを設置してまいりまし

た。私の試算でも既に50億円以上を、この橘湾に

投資をしていると考えております。

ところが、水産農林部の調査では、漁獲量が有

明海と同様に橘湾でも減少傾向で推移していると

報告されています。

私は、昨年の文教経済委員会で、有明海がのり

の養殖にまで大きな被害が発生しているとき、橘

湾は大丈夫かと質問しました。それに対して、水

産センター所長は、潮流など橘湾に流れてくるの

で、心配して県に対して、その調査を依頼してい

るとの答弁がありました。私は、これを聞きまし

て、これは大変だと、相当な金も投資をしている

わけで、佐賀県、福岡県、熊本県だけでなく、肝

心の長崎市の水産業までが諫早干拓と重大な関係

にあるということをつくづくと感じました。その

後の調査の結果はどうなっているのか、お答えい

ただきたいと思います。

次に、市民生活と高齢化社会についてでありま

す。

国民健康保険事業の運営と資格証明書発行につ

いてお尋ねします。国民健康保険税を納めること

が多くの世帯では目に見えて困難になってきたの

は1984年、国が医療費の国庫負担を、それまでの

45％から38.5％に大幅に引き下げたことに端を発

しております。長崎市も例外ではありません。さ

らに、翌95年度には、保険料の算定方法で賦課割

合を応能割65％、応益割35％であったものを、こ

れを50対50に改悪をして、低所得者の負担を一層

ふやしてきたところにあります。しかも、この時

期から、国は、実際にペナルティーを課して税の

収納率を上げよと、アメとムチで指導を強化して

きました。九州の中で、県民所得が沖縄を除くと

最下位にある長崎市民にとりまして、所得額の10

％から12％の税負担というのは高過ぎると私は思

います。

先日、私は、東北の秋田市を初め２、３の都市

に視察にまいりまして勉強してまいりました。秋

田市など税の算定方式、賦課割合でも応能を54％、

応益を46％で頑張っています。国の指導はあって

も、市民生活の実態を見ると変えられませんと、

こういうふうに係は言っていました。「資格証明

書の発行はどうですか」と尋ねると、「まだ検討

中で発行しておりません」と答えていました。私

は、これが社会保障の部門を担当している職員の

発言だなと非常に感動をいたしました。

資格証明書の発行は、当時の厚生大臣の発言で

も、悪質者に限ると、県の福祉保健部長も昨年12

月の議会で、我が党の議員の質問に対して、次の

ように発言しております。これは機械的にならな

いように指導したいと考えますと答えています。

長崎市として資格証明書について、どのような

議論をして発行したのか、お答え願います。資格

証明書の発行世帯数を明らかにしてください。

次に、介護保険についてお尋ねします。

市長の施政方針の中でも、制度施行から３年目

を迎えて、さまざまな問題も視野に入れて検討し

てみたい。そのため介護サービス事業検討委員会

を設置することを明らかにしました。長崎市でも

65歳以上の人で８万3,000人、その中で要介護者
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は約１万3,000人と聞いております。問題は、こ

の65歳以上の８万3,000人の方々の収入状況が、

どのようなものであるか。この評価が国も含めて

認識が足りなかったと私は考えます。日常の会話

の中で出る「今のお年寄りは金持ちだ」と、こう

いうふうな言葉ほど社会の一面しか見ていないと

思います。

私も地域で自治会長を長くしておりまして、こ

の年代の人たちで、まともな年金をもらっている

人がむしろ少なく、多くのお年寄りが３万円から

４万円の福祉年金者が多いわけです。遺族年金で

もこの年代の人は非常に少ないわけです。だから、

今の介護保険料は率直に言って高過ぎるわけであ

りまして、それに１割の利用料は、とても払えな

い人が多いのは当然であります。

そのような中で、長崎市は、県下３つの自治体

が減免制度を行っているその一つに入っておりま

す。しかし、多くの市民は、その減免の内容を全

く知りません。隣の三和町などは、町民に対して

明らかにしています。長崎市としても、例えば介

護保険条例の第10条の１号から４号まで数字も入

れてちゃんと決めているようですから、職員だけ

が持たないで関係者にも公表してはどうか。

また、利用料についても、現在、国の特例措置

で３％をとっていますが、多くの自治体が特例期

間が終わっても、引き続いて３％でいきますと答

えておりますので、長崎市でも、ぜひひとつ検討

をしていただきたいと思います。

環境行政については、時間があれば自席から質

問をしたいと思います。

平和行政について質問をいたします。

昨年の９月11日に、アメリカの同時多発テロが

発生をして、国際社会の人道に反する行為として、

世界の人々の厳しい批判を浴びました。我が党と

いたしましても、断固として、この行為に屈服す

ることはできません。しかし、その後のアメリカ

など一部の国によるアフガニスタンに対する爆撃

行為は、国連を中心とした理性ある行動から逸脱

をして、まさに武力には武力をと報復戦争に変わ

り、アフガニスタンへの無差別な爆撃を長期化し

ています。死亡したアフガンの市民は、婦女子な

どを含めると4,000人とも5,000人とも言われてい

ます。アメリカ・ニューヨークでのテロ事件によ

る犠牲者3,000数百名を大きく上回っています。

しかも、このようなアメリカと一部の国の軍事行

動は、国連安全保障理事会でも論議をされていな

い、アメリカの単独行動であります。アナン国連

事務総長は、軍事行動の中止を訴えています。テ

ロ事件を最大限に利用したアメリカのブッシュ大

統領は、いまやすべての国、すべての地域は、ア

メリカにつくかテロリストにつくか決断せよと、

国会でも演説をしています。

去る１月29日のブッシュ大統領の年頭一般教書

で、イラン、イラク、北朝鮮を名指しで非難をし、

イラクのフセイン体制打倒を視野に入れて準備を

指示していたと伝えられていました。ところが、

昨日の長崎新聞等によりますと、ブッシュ大統領

は、イラン、イラク、北朝鮮だけでなくして、中

国、ロシア、リビア、シリアも含めて７カ国を対

象に非常時の場合の核兵器の使用計画策定を命じ

ていたことをアメリカのロサンゼルスタイムスが

報じていることがわかりました。まさに気違いじ

みたアメリカのブッシュ大統領の姿勢を私は非常

に強く憤るものであります。

核実験に毎回、抗議を続けている市長は、どの

ようにこれを受けとめておりますか、お答えいた

だきたいと思います。

また、先日、大分の日出生台で訓練を終わった

アメリカの海兵隊が周辺の市や町から歓迎されな

いため、被爆地長崎に160名ほどがバスで乗り込

んでくると、そういう事態が生まれました。私服

で来たとしても、被爆地の市民感情を全く無視し

た行為であり、市長は、米軍に対して厳しく抗議

すべきであると考えるが、お答え願いたい。

次に、有事法制化と自治体の立場であります。

小泉首相は、去る２月４日の施政方針演説の中

で、有事に強い国づくりを進めるため、与党とも

緊密に連携しながら、有事への対応に関する法制

について取りまとめを急ぎ、今国会に提出をする

と述べました。歴代の首相としては、初めて有事

立法の国会提出を宣言しました。アメリカがアジ

アの周辺で起こす戦争に日本の自衛隊を参加させ

るのが狙いで、法制化を急ぐと言われています。

日本国憲法は、自国が直接、他国から侵略をされ

たときは、これを反撃するのは当然としても、ア

ジアの情勢の中で、日本が直接、攻撃を受けると
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いう事態は考えられないと、これはアメリカの高

官や自衛隊の高官も言っているわけです。

有事立法は、自治体の職員、病院施設も含めて、

有事の名のもとに強制的に協力を義務づけられる

ものでありますが、市長は、このような法制化の

動きをどうとらえておりますか。

次に、市町村合併について。

私は、昨年12月議会でも、市町村合併を進める

に当たって、国や地方自治体が注意すべきことは、

合併問題を行政改革と表裏一体で進めると結局、

地方交付税が多くなるのか、少なくなるのか、関

係住民の視野を狭めてしまうことになると、こう

いうふうに主張してまいりました。合併問題は、

あくまでも、そこに住む住民の自治が従来よりよ

くなるのか、それとも、これまでより住みづらく

なるのか、ここに原点があるわけですから、あわ

てずに、何回でも話し合いながら、全国の流れも

十分注目をしていく必要がある。以上の立場から

見ると、長崎県の指導は余りにもせっかちで、

「船に乗り遅れたら大変だぞ」と、こういうふう

な半ば市町村を脅かすような指導になっていると

指摘をしてまいりました。

その後の全国の流れを見ても、なるほど研究協

議会等を含めると2,000以上の自治体が一応、検

討に入っていると報道されておりますが、3,224

市町村がある中で、１月31日までに法定合併協議

会を立ち上げたところは22県37地区129市町村で

あります。私に言わせると、全国の市町村は冷静

に検討を進めているなと、むしろ国の方が、この

ペースの進み方を心配をしているんではないかと

思います。

私は、去る１月26日、福岡市で開かれた町村合

併シンポジウムに参加をしました。山本全国町村

会長さんが参加をされるということを聞きまして、

そのお話を直接聞いてみたいと考えました。その

席で、山本会長がお話しされたことは、「私は、

もともと町村合併には賛成なんですよ」と、こう

いう切り出しでお話が始まりました。しかし、現

在の国のやり方あるいはその指導は、町村の立場

を考えていないと、交付税をいかに減らすか、そ

ういうことだけを彼らは考えている。もっと大切

な住民の立場に立った、なるほどとうなづくこと

のできるような、そういう方針を出してほしいと、

だから昨年の町村の全国大会でも、あのような反

対決議をしたんだと、こういうふうな話をしてお

りました。また、そのとき山本会長は、福岡県の

話をしまして、福岡県は、必ずしも町村に対して

早く合併しなさいと、そういうふうな押しつけは

全くやっていないと、そういう点では、私は、あ

りがたいと思っていると、そういうふうな話もし

ておりました。

伊藤市長は、先日来の同僚議員の質問に答えて、

大きくなることはよいと思う、財政的にも基盤が

強化されると、こういう発言をいたしました。私

は、余りにも一面的だなという気持ちを持ちまし

た。もちろん、水道行政とか、あるいは消防とか

医療とか火葬場などは、これはもう前々から一部

事務組合として市町村でやってきたわけで、私は、

そういうものは、大いに発展をさせてやらなけれ

ばならないと思います。しかし、根本的には、交

付税を減らして下部の自治体で何とかしなさいと、

10年間は面倒みますよと、こういうことでありま

す。

先日、県下の町村合併の情報を開いてみました

ら、対馬の法定協議会の模様が載っておりました。

あそこは、６つの町で協議会をつくるようになっ

ております。合併特例交付金を意識したいろいろ

な議論がされて、各町からいろいろな合併に伴う

要求が出され、81項目がまとめられております。

どこにはどういう施設をつくると、ここにはこう

いうものがほしいという内容であります。

私は、全国の市町村が合併に向けて要求を出し

合ったら、特例交付金など山のように金を積んで

いても、これは足りないんではないか。現在でも、

国の借金は大変な状態にあるときに、合併に伴う

この状態では、国そのものが大変な時代になると

いうことを恐れる一人であります。特例交付金と

いうアメの問題も含めて見解をお聞かせください。

最後に、バス空白地域のタクシーバスを４月か

ら伊良林・矢の平、それから丸善団地、こういう

ところを走らせることになりました。これらの経

過を見ながら、さらに空白地にはタクシーバスを

広げていきたいと、こういうふうな方針でありま

すが、その際、赤字経営が考えられますけれども、

市として補助金を出すという考え方なのかどうか、

この点についてもお答えをいただきたいと思って
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おります。

以上で壇上からの質問を終わります。

＝（降壇）＝

○議長（鳥居直記君） 市長。

〔伊藤一長君登壇〕

○市長 (伊藤一長君) 日本共産党を代表されます

柴田 朴議員の代表質問にお答えをいたしたいと

思います。

まず、行政改革の基本的あり方についての公立

保育所の民間移譲についてお答えをいたしたいと

思います。

保育所につきましては、現在、認可保育所とい

たしまして、市立の保育所12カ所及び社会福祉法

人等による民間の保育所54カ所があり、市立、民

間の区別なく、国の保育指針に基づき格差のない

保育を実施しているところであります。また、保

育料につきましても、保護者の所得等に応じて長

崎市が決定いたしますので、市立保育所、民間保

育所ともに同額になっているところであります。

そのような中にありまして、保育行政を進める

ためには、行政責任の確保等を十分に配慮しなが

ら、民間における保育サービスの提供が図られて

いる事業については民間の活力を活用するという

方針であります。

このため、多様化する保育ニーズがある中で、

社会福祉法人の積極的活用により、延長保育や保

護者の都合に応じ、在宅の児童を預けられる一時

保育等の特別保育事業サービスの提供など効率的

かつ的確に対処していく必要があると考えており、

今回の民間移譲に当たっては、延長保育等の特別

保育事業の実施を条件として移譲する考えでござ

います。

また、運営費で見てみますと、児童１人当たり

の月額経費は、平成12年度決算ベースで、市立保

育所の経費が民間保育所に対しまして約1.3倍と

なっていることから、社会福祉法人に移譲する方

向で実施すべきものというふうに考えているとこ

ろでございます。

次に、民間移譲をすれば、採算性の重視になる

のではないかというお尋ねでございますが、今回

の民間移譲の計画は、社会福祉法人による運営を

考えているところでございます。社会福祉法人は、

社会福祉法に基づき社会福祉事業を行うことを目

的として設立されました公益法人でありまして、

利益を追求する団体ではございません。

このようなことから、事業を促進するため、公

有地の無償譲渡、低価の貸し付け規定もあり、税

制にも免除の規定が定められているところであり

ます。

また、保育所の運営に関しましては、保育士の

配置数は国の基準によって定められており、保育

所運営費の使途につきましても、その施設の運営

のために限って支出するものでありまして、制度

的に利益を追求するというものにはなっておりま

せん。

また、民間では、採算性のために、定員を超え

て入所させるのではないかというお尋ねでござい

ますが、国において、保育所への入所円滑化対策

実施要綱が定められ、待機児童がある場合は、施

設基準を満たした保育所において定員を超えて保

育の実施を行うことができることになっているこ

とにつきましては、柴田議員もご存じかと思いま

す。

本市におきましても、この要綱の趣旨に沿いま

して、保育所施設の実態を考慮しながら、この制

度をできる限り活用いたしまして、待機児童解消

に努めているところでございます。

次に、農林水産行政でございますが、長崎市に

おけるつくり育てる漁業の拠点の一つであります

橘湾は、島原半島の南端の早崎瀬戸を介しまして

有明海と通じておりまして、橘湾の潮流や水産資

源などは有明海と深いかかわりがあると考えられ

ております。

このうち、水産資源につきましては、季節的に

または成長に伴い、橘湾と有明海の間を移動回遊

するカタクチイワシやあるいはクルマエビなどの

魚介類も多いと言われておりまして、有明海の環

境変化との関連は明らかになっていないものの、

近年、橘湾における漁業生産量は有明海と同様、

減少傾向で推移をしております。

このようなことから、昨年２月に、橘湾の漁業

協同組合で組織いたします橘湾漁業振興対策協議

会においては、県内の有明海沿岸の漁業協同組合

で組織いたします南北高海区漁業協同組合長会と

合同で、県に対しまして、有明海における漁業不

振あるいは海況変化に対する原因究明及び調査海
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域を隣接する橘湾にまで拡大するよう要望がなさ

れているところであります。

さらに、昨年５月には、有明海沿岸の福岡、佐

賀、長崎、熊本の４県知事により環境省及び農林

水産省に対する有明海特別措置法の制定について

の要請が行われておりまして、国におきましては、

有明海再生のために、関係省庁が連携して調査を

進めるとともに、立法化についての検討がなされ

ていると聞き及んでいるところであります。

長崎県におきましては、橘湾漁業振興対策協議

会等の要請に基づき、いまだ明らかになっていな

い有明海の漁業資源の回復対策へのデータを収集

するための新規の県単独事業であります有明海漁

場環境調査事業の調査範囲に橘湾を組み入れ、有

明海において国が実施する調査事業と連携して、

平成13年度から15年度までの３カ年間にわたりま

す調査を現在、実施をしているところであります。

この県単独の調査事業は、有明海の19カ所に加え、

橘湾内の野母崎町と口之津町を結ぶ線上に３カ所、

長崎市大崎町と南串山町を結ぶ線上の中央部に１

カ所及び千々石町沖に１カ所の計５カ所の調査地

点において、水温、塩分濃度、透明度、プランク

トン量を調査項目として実施しているところであ

ります。このうち、長崎市大崎町沖の１カ所につ

きましては、これらの項目に加え、環境変化の指

標となります窒素・リンなどの無機物あるいは酸

素を消費する有機物の量、海水中の酸素量、海底

の土質、海底に生息する貝類等の生物及び魚介類

の稚魚も調査の対象に行っているところでありま

す。

初年度の調査は、既に昨年の４月、８月、11月

及び本年２月の計４回実施しております。現在、

初年度の調査データの取りまとめが行われている

ところでありますが、今後、季節変化あるいは年

変動を調べるために、平成15年度までの３カ年計

画で橘湾等の水産資源の回復に関するデータの収

集と分析が行われる計画であるというふうに聞き

及んでいるところであります。

本市といたしましては、この調査結果について

の情報提供が関係漁業者等へ速やかに行われるよ

う県に要請するとともに、本市独自に取り組んで

おりますヒラメ、クルマエビ、ガザミの大型種苗

の放流あるいは藻場の造成、海底清掃等を引き続

き実施をし、漁場環境の整備・回復を基本とした

施策を今後とも推進してまいりたいと考えておる

ところであります。

次に、平和行政についての質問にお答えをいた

したいと思います。

まず、テロ事件を背景としたアメリカの外交姿

勢の変化に対する見解についてお答えをいたしま

す。昨年９月11日にアメリカにおいて発生した同

時多発テロ事件は、極めて卑劣かつ衝撃的な無差

別攻撃であり、決して許されるものではありませ

ん。また、その後の米国のアフガニスタンでの軍

事行動は、さらなるテロ行為を防止するという立

場から、国連決議を初めとする国際的な協調体制

のもとに行われたものというふうに理解をいたし

ております。しかしながら、テロ事件を境に、特

に、核兵器をめぐる問題についての米国の最近の

動きについては、被爆都市として重大な危惧の念

を持っているところであります。

ＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条約）の批准を放

置したまま、昨年11月に国連本部で開かれた第２

回ＣＴＢＴ発効促進会議には欠席をし、12月には、

ロシアに対し、ＡＢＭ（弾道弾迎撃ミサイル）制

限条約からの一方的脱退を通告し、ミサイル防衛

構想の推進を明確に打ち出しております。さらに、

本年２月14日には、初めて英国との共同による臨

界前核実験を強行し、核爆発実験の再開を目指し

て、ＣＴＢＴの死文化を図ろうとするなど、核軍

縮を進めようとする世界の潮流に逆行する独善的

な姿勢をあらわにしております。

米国のこのような外交姿勢については、核軍拡

競争の再来を招くおそれがあるとの重大な懸念を

持っておりまして、被爆都市の市長として、あら

ゆる機会をとらえて抗議の意思を表明していると

ころであります。

また、アメリカのブッシュ大統領が核体制見直

しの中で、イラクなど７カ国を対象に、非常時の

場合の核兵器の使用計画策定と小型核兵器の開発

を命じていたとの報道が昨日なされております。

この件に関しましては、当面、情報の収集と事実

の確認に努めるなど、状況を見守ってまいりたい

というふうに考えておるところでございます。

今後とも、被爆地として、核兵器廃絶を目指す

国際社会あるいはＮＧＯと連携をいたしまして、
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一日も早いＣＴＢＴの発効から核兵器の廃絶に向

け、さらに努力を続けていきたいと考えておると

ころでございます。

次に、有事法制と地方自治体の立場についてお

答えをいたします。

我が国では、昭和52年以来、日本への武力攻撃

の事態に対応する有事法制の研究が進められてき

ましたが、昨年12月に今後の法整備に係る政府の

基本方針が示され、具体的な検討が進められよう

としているところであります。有事法制の立法化

については、自治体や民間人の権利の制限などを

初め市民生活に影響が及ぶことも考えられますの

で、一地方自治体の長として、私も重大な関心を

持っておりますが、現時点におきましては、その

内容が明らかになっておりませんので、特に見解

を申し述べることにつきましては差し控えさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い申

し上げたいと思います。

次に、アメリカ海兵隊の来崎問題についてお答

えいたします。

去る２月14日と15日の両日、大分県日出生台演

習場で実弾砲撃演習に参加している在沖縄アメリ

カ海兵隊員約160人が日本の歴史、文化に触れ、

もって周辺地域社会に対する理解を深めるなどの

目的で長崎市を訪問し、原爆資料館や平和公園な

どを見学しました。この件につきましては、福岡

防衛施設局から直前に訪問計画の内容について連

絡があり、長崎市として、治安上の対策も含めた

事情の把握に努めたところでありますが、私服に

より団体で行動すること、また、福岡防衛施設局

の職員が多数同行するなど、治安上の対応につい

ても十分配慮がなされており、特段の対応は必要

ないとの判断に立ったところであります。

なお、本市といたしましては、原爆資料館の見

学については、被爆の実相を知り、核兵器廃絶へ

の願いを理解していただく上から、できるだけ多

くの方々においでいただくことが館の趣旨に沿う

ものと考えておりますので、ご理解いただきます

ようお願いいたしたいと思います。

次に、市町村合併の問題でございます。

このことにつきましては、今回の代表質問、各

党の皆様方それぞれに質問がございました。平成

17年の３月までという形で時間が限られておりま

す。あと３年しかないということも、その裏返し

をしますと、あと３年間あるということでござい

まして、これまでの１市10町の長崎広域圏での活

動のあり方、また、これからの合併が、やはり柴

田議員もご指摘のように、合併というのは、これ

までそれぞれの地方自治体の長年の歴史、文化、

それぞれのかかわりがあるわけでございますので、

やはりそれぞれの地方自治体の自治あるいは自主

性、そういうものを住民を中心にして尊重しなが

ら行うのが、これは当然だというふうに考えてお

ります。

そういうことも考えながら、３年しかないとい

うことでございますが、３年ある、そして合併し

た場合のプラス、合併しなかった場合のプラス・

マイナス、そういうものをお互いによく、この任

意合併協議会の中でお互いに議論をして、ある意

味では、これまで各党の議員皆さん方がご指摘に

なりましたけれども、本音の議論をして、そして、

そこに住む住民の方々が合併することはよかった

な、あるいは合併しなくてよかったなというふう

な、どういう判断をされるのかということを、こ

れからお互いに熟慮を重ねてまいりたいというふ

うに思います。

それと長崎市の場合は、これはどこの地方自治

体でもそうでありますけれども、基本的には、こ

れは一番大事なことでありますので、本当にあら

ゆる資料を情報公開しながら、そして、たくさん

の皆様方のご意見を聞きながら着地点を見出すと

いうことが大事なことだというふうに思います。

私は、大きくなればいいというふうな、そうい

う考えではございませんで、これはかつて任意合

併協議会に入る前のときに申し上げたことがある

んですけれども、本会議ではございませんけれど

も、長崎市の場合は、中核市でございますから、

このままの形でいこうと思ったら、皆さん方がご

同意いただければいけるわけでございます。ただ、

今までの経過等もありますので、特に、長崎地域

広域圏との関係もございますので、特に、消防と

か救急とか火葬場とか、一部の自治体とはごみの

処理とか、あるいは下水道の処理とか、そういう

ものもございますので、そういうものをじっくり

よく考えて、やはりお互いした方がいいですよね

と、そういうことを申し上げているわけでござい
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まして、それと10年先、20年先のことを見据えて、

少子・高齢化社会に入っていますので、福祉も大

事でございますので、そういうものを見据えて着

地点を見出しましょうねというお話をしているわ

けでございますので、この点は、ひとつよろしく

お願い申し上げたいというふうに思います。

以上、私の本壇よりの答弁とさせていただきた

いと思います。

他の項目につきましては、それぞれ所管の方か

らお答えいたしたいと思いますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。

＝（降壇）＝

○財政部長 (白石裕一君) 本市財政の現状と見直

しについての市民生活や教育関係予算の適正配分

についてお答えいたします。

本市におきましては、類似都市と比較して都市

基盤の整備が遅れている中、平成元年の市制100

周年を契機に、総合運動公園、市民総合プール、

科学館、長崎ブリックホールなど大型施設の整備

を積極的に進めてまいりました。これらの事業に

は、多額の経費を要することから、地域総合整備

事業債など後年度に交付税措置のある、いわゆる

有利な地方債を活用することにより、将来の財政

負担の軽減を図るとともに、減債基金の繰り入れ

を行うことなどにより、行政各分野で均衡のとれ

た予算編成を心がけてきたところでございます。

これを款別の予算で見ますと、平成４年度から

平成９年度ごろは総務費、土木費、教育費など、

これら施設の建設に関連する費目が多額となり、

予算に占める構成比も相対的にやや高いものとなっ

ておりますが、全体としてはバランスを失したも

のでないと考えております。

公共事業につきましては、市民の方々の安全で

快適な社会都市基盤の整備のために必要不可欠な

ものでありますが、大型事業が一段落した平成10

年度ごろからは斜面市街地の整備、学校や公営住

宅の建設、生活道路の整備など一層市民生活に密

着した事業の推進を図っているところであり、投

資的事業費の額も構成比も、ここ数年は減少傾向

となっております。

今後も、第三次総合計画が目指す都市像の実現

に向けて、ハード・ソフト両面にわたり総合的か

つ効率的に事業を進めてまいりたいと考えており

ますが、特に、市民生活や教育など各分野におい

て長崎市独自のソフト事業、夢づくり事業にあわ

せたソフト事業、市民本位のよりよいきめ細かな

サービスの提供を柱とするソフト事業の展開に力

を入れてまいりたいと考えております。

次に、公債費比率健全化への取り組みについて

お答えいたします。

地方債の償還及び利子の支払いに要する経費で

ある公債費の一般財源に占める割合である公債費

比率は、議員ご指摘のとおり、本市の場合、平成

12年度決算で、危険の目安とされる20％を超える

20.6％となっており、類似都市との比較でも最も

高い方となっております。これはさきに申し上げ

ました大型建設事業の積極推進に伴う市債の借り

入れが主な要因となっておりますが、この比率は、

平成16年度ごろと考える起債償還のピークに向け

て、さらに高くなるものと予想されます。

本市の公共事業につきましては、有利な地方債

を積極的に活用していることから、元利償還にあ

わせて一定の交付税措置もございますが、公債費

の増加は市財政圧迫の大きな要因の一つであるこ

とは間違いございません。そのため、昨年策定い

たしました財政構造改革プランにおいて、平成13

年度から平成17年度の計画期間において、市債の

借り入れを減税補てん債や臨時財政対策債などの

特例的なものを除き、各年度150億円以下とする

とともに、本年３月20日には25億円の縁故債の繰

上償還を実施する予定でございます。また、数値

目標としましては、平成17年度末までに、公債費

比率を20％未満とすることとしております。

今後とも、市民生活に密着した生活基盤整備を

進めながら、目標の達成に努力してまいりたいと

存じます。

次に、ハコモノを含めた公共事業のグレードの

見直しについてお答えいたします。

公共事業につきましては、本市の厳しい財政状

況の中で、市民の方々にとって安全で快適な社会・

都市基盤の整備という観点から、事業の緊急性、

必要性を勘案しながら、最小の経費で最大の効果

を上げることを念頭に事業を進めているところで

ございます。また、その実施に当たりましては、

市民の利便性や快適性の向上とともに、地区の町

並みや歴史性、観光都市としての基盤整備に配慮
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し、地元とも協議を重ねながら投資効果を考えた

整備に努めているところでございます。

さらに、コスト縮減の面では、平成13年度に策

定しました公共工事コスト縮減対策長崎市新行動

計画に基づき、従来の工事コストの縮減だけでな

く、計画から建設・廃棄までの総費用を減額させ

るライフサイクルコストの縮減等の検討を基本的

視野として取り組んでおります。

今後とも、ハコモノを含めた公共事業の実施に

当たりましては、費用対効果を十分に踏まえた効

率的実施に努めるとともに、優先順位の選択を行

いながら、適正な執行に努めてまいるようにいた

しております。

次に、食糧費、旅費の見直しについてお答えい

たします。

食糧費、旅費などの行政経費につきましては、

財政構造改革プランにおきましても、必要最小限

度にとどめることを明記し、その削減を図ること

としております。

まず、食糧費につきましては、事務あるいは事

業の執行上において、関係者との情報交換や意思

疎通の円滑化のために、社会通念上、許される範

囲で必要最小限の経費の執行を心がけております。

その結果、執行額は年々減少傾向にあり、平成12

年度の決算額は約2,200万円となっております。

また、いわゆる官官接待といわれるものにつき

ましては、極めて厳格に対処しているところであ

り、この数年、そのような経費は執行いたしてお

りません。

次に、旅費につきましては、平成９年度からの

中核市への移行や地方分権に伴う国との協議及び

職員の資質向上のための研修旅費などに一定の配

慮を行いながら、事務事業の執行上必要不可欠な

ものを一件審査により厳しく予算査定を行ってお

り、平成12年度の決算額は、海外旅費を含め約４

億 800万円となっております。

今後とも、同様の考え方によりまして、適正な

執行に心がけていくことにいたしております。

以上でございます。

○商工部長 (石崎喜仁君) ２点目の不況対策につ

いてお答えいたします。

まず、市の直貸し制度の創設について。

政府におきましては、本年２月27日、経済財政

諮問会議で総合的なデフレ対策を決定しており、

その中の不良債権処理策として、１つ、金融庁に

よる大手銀行への特別検査を厳しく実施し、早急

に結果を公表することで３月期決算に反映させる

こと。２つ、整理回収機構による不良債権買い取

りを強化すること。３つ、資本増強を含むあらゆ

る措置を講じ、金融システムの安定を確保するこ

とを打ち出しております。

また同時に、貸し渋り対策として、信用保証協

会と政府系金融機関に積極的な保証・貸し付けの

実施、いわゆるセーフティネットを徹底すること

も盛り込んでおり、中小企業者の資金需要に応え

られるよう一定配慮した内容となっていると思わ

れます。

本市の融資制度におきましては、現在12の制度

があり、平成12年度の実績では106億円余りの融

資実行があっており、中小企業者の方々の資金調

達に貢献してきたものと考えております。今年度

に入りましても、小企業振興資金、いわゆる小口

資金等で融資実績が高い伸びを示している状況に

あります。これらの制度は、その原資の一定割合

を保証協会もしくは金融機関に預けることで、貸

出金利を低利なものに設定しており、本市、金融

機関、保証協会の三者の協調により円滑に運営さ

れているもので、それぞれが地場の中小企業者の

育成及び振興、ひいては地域経済の発展につなが

るとの共通認識に立っているものと考えておりま

す。

新聞報道によりますと、不況の長期化などによ

り業績が低迷している企業に対し、支援を強化し

ていく企業支援室を設置した金融機関もあると聞

き及んでおりますので、今後とも、金融機関、保

証協会との協調により、中小企業者の支援に力を

入れてまいりたいと思っております。

なお、議員ご指摘の本市による直接的な融資制

度を創設することは、元来、保証協会及び金融機

関が行っている貸付先の審査、債権の管理を市が

行わなければならず、的確な情報と、それらを判

断できる組織体制の整備が必要であります。その

ためには、多くの専門的知識を有する融資担当の

職員を配置する必要があり、現在の行財政改革の

中では、非常に困難であると考えております。

また、公金による融資であっても返済していた
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だくことが前提となる以上、審査基準は、適正か

つ厳正なものでなければならず、融資を申し込ん

でこられる中小企業の方々に対し、その可否につ

いては、市中の金融機関と同じ結果とならざるを

得ないと思われます。

このような理由から、本市が直接融資を行うこ

とは、効率性等の面から困難であると考えており

ますので、さきにも述べましたように、地場企業

の育成が地域振興につながるとの共通認識のもと、

本市融資制度の充実を図ることが重要であると考

えております。

その一環といたしまして、平成13年度から新た

に事業を起こそうとする方の運転及び設備資金に

供するための中小企業創業資金を創設し、新規創

業の促進を図っているところであります。また、

既存の融資制度におきましても、個々の制度の内

容を精査し、融資限度額の引き上げや融資対象等

を常に見直すことで、その充実に努めてまいりた

いと思います。

次に、中小企業者支援対策本部の設置について

お答えいたします。

本市における商店街・小売市場の現況把握につ

きましては、市内の全商店街及び小売市場に対し、

毎年実施しております事業要望調査や大型店出店

に伴う影響調査などにより、一定の現況把握に努

めており、全体として景気の低迷による個人消費

の伸び悩みやデフレの進行、競争激化などにより、

厳しい環境にあると認識いたしております。

このような中で、本市といたしましては、商業

の活性化を図るため、事業意欲のある商店街・小

売市場を対象といたしまして、夜間の勉強会や研

究会に担当職員が積極的に参加し、直接、商業者

の皆様の生の声をお聞きしながら、問題解決に向

けての創意工夫や自助努力を支援しているところ

でございます。

また、個別企業の支援につきましては、商工会

議所、商工会が実施する小規模事業者が抱える諸

問題に対しまして、専門家を直接派遣して実践的

指導を行うエキスパートバンク制度や長崎県中小

企業支援センターを核とした窓口相談事業、専門

家派遣事業等が実施されており、本市におきまし

ても、金融相談窓口を設置し、事業資金のさまざ

まなご相談に個別に対応しているところでござい

ます。

また、現在、長崎商工会議所を初め長崎県商工

会連合会、長崎県中小企業団体中央会等の商工関

連指導機関が、商工部が所在しております商工会

館内に事務所を一堂に構えておりますので、密接

な情報交換はもちろん、諸問題に対する意見交換

会も定期的に開催するなど、各機関との連携も円

滑に行われております。

このような状況から、議員ご提案の支援対策本

部の設置につきましては、現在のところ考えてお

りませんが、現下の厳しい経営環境を踏まえ、今

後とも、商業者の皆様のご要望に耳を傾けながら、

さらに、きめ細やかな支援をしてまいりたいと考

えております。

以上でございます。

○病院管理部長（岡田正憲君） ３番目の行政改革

の基本的あり方について。その２の公立病院の患

者給食の民間委託についてお答えいたします。

患者給食を改善するため、厚生省は昭和61年３

月31日、医療法の一部改正により、直営の原則を

廃止して外部委託を積極的に認めることを決定し

ております。また、これを受けて、厚生省健康政

策局長より、病院における患者給食業務は、医療

の一環としての患者給食という視点に立って、患

者給食の質の向上と患者サービスの改善を目指し

て行われるべきものであるが、当該業務を病院み

ずからが行うほか、病院の給食施設を使った代行

委託を前提とし、病院の管理者が業務遂行上、必

要な注意を果たし得るような体制と契約内容によ

り、患者給食の質が確保される場合には、病院の

最終的責任のもとで第三者に委託することができ

ると通達されております。

そこで、本市といたしましては、給食業務を委

託するについてのメリット、デメリットなどさま

ざまな方向から検討を行い、また、経営面におい

ては一定の経済効果が見込まれること、患者サー

ビスについては低下を招かないよう法的整備もさ

れていることから、現在の患者給食の質を維持し、

もしくは向上させることができるものと判断し、

行革大綱に基づいて、平成12年度より成人病セン

ター、平成13年度より市民病院の給食業務を民間

委託したところであります。

議員ご指摘のとおり、病院の患者給食は治療の
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一環であり、公共性を有することは私どもも十分

認識しているところであり、患者本位の給食サー

ビスの確保を図りながら、経営感覚に立脚した民

間活力の積極的な活用を行っているところであり

ます。

今後も、行革大綱の理念に基づき、給食業務の

委託に当たっては、民間企業の経験や実績、信用

度等を慎重に見極めつつ、衛生管理を含む管理体

制の強化や受託業者への指導の徹底を図るなどし

て、より一層の患者サービスの向上に努めてまい

りたいと考えております。

以上でございます。

○教育長 (梁瀬忠男君) 教育行政についてお答え

いたします。

まず、１点目の市内小中学校の不登校の現状と

対策についてであります。

本市における年間30日以上の欠席の不登校児童

生徒数は、全国的な状況と同様に増加傾向にあり

ます。平成12年度では、小中学校合わせますと

529人となっております。

市教育委員会といたしましては、不登校児童生

徒に対し、学校、関係機関との連携を図りながら

対策を講じているところでございます。

スクールカウンセラーの配置事業についてでご

ざいますが、年々、中学校を拠点としてふやして

おり、今年度は小学校７校、中学校９校となって

おります。スクールカウンセラーを配置した以外

の中学校22校には、心の教室相談員を配置し、生

徒の相談相手として、支援・援助活動を行ってい

るところでございます。

また、教職員に対しましては、具体的な事例に

即した学校教育相談研修会を実施するなど、不登

校児童生徒の学校復帰を支援しているところでご

ざいます。あわせまして、学校適応指導教室では、

個別のチェックリストを使いながら、再登校へ向

けての具体的な到達目標を設定し、児童生徒への

支援を行っているところであります。

また、保護者への援助といたしましては、第１

に、校長会、教頭会、生徒指導主事部会等を通し

まして、学校、家庭、関係機関、本人等の努力に

よって、不登校のかなりの部分を改善、解決でき

るという視点を踏まえまして、学校に対して、不

登校に悩む保護者の支援・援助を継続して行うよ

う指導しております。学校も家庭訪問などを通じ

て児童生徒、保護者への支援を行っているところ

でございます。

第２に、教育研究所では、不登校児童生徒及び

保護者に対しまして、電話相談、来所相談、家庭

訪問を実施しているところでもあります。

第３といたしまして、特に今年度は、出かける

相談の必要性を感じ、カウンセラーを依頼のあっ

た学校に派遣し、児童生徒、保護者のカウンセリ

ングを始めたところでもございます。

第４といたしまして、ＰＴＡに対しましては、

各学校のＰＴＡ研修会や家庭教育学級への講師の

派遣を行えるよう不登校に対しての理解・啓発に

努めているところであります。

以上のような取り組みの結果、不登校児童生徒

の中には、完全登校や相談室・保健室登校など学

校復帰を果たすものが約半数となっております。

加えまして、平成14年度には、新規事業として予

算を計上し、ご審議をいただくことにしておりま

すが、その内容といたしましては、不登校児童生

徒の自立を促し、学校生活への適応を図るため、

教育分野に専門的な能力を有する社会人を学校や

家庭に派遣するメンタルフレンド派遣事業があり

ます。さらに、引きこもり児童生徒の話し相手と

して、大学生等を家庭に派遣するヤングアドバイ

ザー派遣事業を実施しようとしているところであ

ります。

また、教育研究所のカウンセリング事業でも臨

床心理士を２名から４名に増員し、相談体制の充

実を図るなど保護者への対応と不登校児童生徒の

解消に向けて鋭意努めてまいりたいと考えている

ところでございます。

次に、２点目の30人学級の促進についてお答え

いたします。

平成13年４月１日から公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律、いわ

ゆる義務標準法が一部改正をされました。同法の

施行により、児童生徒の実態を考慮して、特に必

要があると認める場合については、都道府県教育

委員会の判断により、国の定める標準人数である

40人を下回る数を特例的な基準として定めること

ができるようになりました。

議員ご指摘のとおり、幾つかの県では、低学年
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を中心に30人程度の学級を編制し、実施する計画

があると聞いております。しかしながら、長崎県

におきましては、従来どおり、標準の40人を編制

基準として教職員の配置がなされている状況でご

ざいます。

一方、本年度からスタートいたしました第７次

公立義務教育諸学校教職員定数改善計画では、今

後５カ年間で小中学校に２万6,900人の教職員が

増員されることとなっております。

したがいまして、市教育委員会といたしまして

は、県の編制基準で学級編制を行っているところ

ではありますが、児童生徒一人ひとりに応じたき

め細かな指導が展開できるよう、これまで加配教

員の増員を継続して要望してまいりました。本年

度は、小中学校で合わせて昨年度より16人多い

111人の加配教員が配置をされている状況でござ

います。次年度も、加配教員の増員について県教

育委員会に要望をお願いしているところでもござ

います。加配を受けた学校では、児童生徒の興味

関心に応じたテーマ別に、あるいは学習の理解の

程度や習熟の程度に差が生じやすい教科において、

20人程度の少人数による授業やティームティーチ

ングによる授業など個に応じた多様な学習が展開

されております。

また、緊急地域雇用創出特別交付金事業により

まして、３学期から市内の小学校１年生で児童数

30人以上の学級を有する学校を対象に、教員補助

者を県教委より21人配置をいただいております。

さらに、同事業による市雇用といたしましては、

市内小中学校に、合わせて40人の教育補助者を配

置しており、来年度も継続をお願いしているとこ

ろでございます。

今後も、このような実績をもとに、個に応じた

きめ細やかな指導の実現が図られるよう教職員の

配置改善につきまして、全国都市教育長協議会や

８市教育長会等を通して、文部科学省及び県教育

委員会に継続して要望してまいりたいと考えてお

ります。

次に、３点目の完全学校週５日制についてお答

えいたします。

本市では、教育改革の一環として、本年４月か

ら完全学校週５日制が実施されるに伴い、施策の

総合的かつ効果的な推進を図るために、市長を本

部長とする長崎市学校週５日制推進本部を昨年12

月に設置をし、学校週５日制推進にかかわる基本

方針を策定いたしております。

この基本方針に基づきまして、地域において子

どもたちの居場所を創出するための体験的な活動

ができるように、長崎らしさや地域の特色を生か

した活動メニューを作成いたしました。さらに、

これまで第２・第４土曜日に実施をしておりまし

た学校施設の開放や中学生以下の幼児、児童生徒

に対する教育文化施設等の無料開放につきまして

も、長期休業中を除く全土曜日に拡充するととも

に、新たに無料開放する教育文化施設等の拡大を

図ることといたしております。今後に向けて、市

関係部局が連携を取りながら活動を推進してまい

ります。

さらに、具体的な推進に当たりましては、小学

校区ごとに学校週５日制推進会議を開設し、

ＰＴＡや育成協、子ども会育成会、自治会等校区

のすべての青少年育成に係る団体とともに連携を

図りながら事業の計画及び活動を進めてまいりた

いと考えております。

また、地域社会の教育力の向上や、より一層の

体験活動を推進するため、青少年健全育成活動事

業の拡充について予算の計上をさせていただいて

おります。

各公立公民館で、土曜日に小中学生を対象とし

たものづくりやボランティア活動、自然体験活動

など直接体験活動を目的とした青少年生き生き講

座の増設をするとともに、新たに青年の家や科学

館などの社会教育施設にも同講座を開設すること

にいたしております。

議員ご指摘の地域においての子どもたちの居場

所づくりについてでありますが、育成協、子ども

会育成会、自治会等を初めとする地域の育成団体

の努力により、休日における子どもたちの活動の

場は、「地域の子どもは地域で育てる」の合言葉

のもと、地域の人々のボランティア活動により整

備をされてきております。

今後、子どもたちの諸活動を支援する指導者の

育成や広報啓発活動の一層の充実を図り、地域に

おける子どもたちの休日の過ごし方については、

その選択の幅を広げるために、さまざまな活動の

メニューを創出し、施設の開放に努めてまいりま
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す。

また、地域における子どもの体験活動を支援し、

情報提供を行う手段として開設しております長崎

市子どもセンターを継続いたします。これは学校

休業日などに開催される体験活動や子育て支援に

関しての情報等を社会教育施設、育成協などから

収集し、情報紙「アニメートプログラム」に掲載

して、年３回発行いたします。この情報紙を保護

者や子どもたちが、漏れなく手に入れられるよう

にするため、郵便局や銀行などに置いたり、直接、

小中学生の保護者や幼稚園、保育所などにも配布

をいたしております。また、子ども会活動の一層

の充実を図るために、子ども会相互の交流を推進

するため、子ども会交流推進事業を行ってまいり

ます。

今後とも、学校週５日制の趣旨を生かすよう関

係機関・団体と一層の連携を図り、青少年の健全

育成に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○水産農林部長 (井上 功君) 5.農林水産行政に

ついてのうち、(1) 本市における農業の現状と今

後の課題についてお答えさせていただきます。

柴田議員ご指摘のとおり、長崎市の農家戸数は、

2000年農林業センサスによりますと2,379戸であ

りますが、このうち認定農業者は、本年２月末現

在で131名であります。

認定農業者への支援策といたしまして、国にお

いては、低利の融資制度や認定農家への規模拡大

に対する優先的な配慮などの制度があります。

長崎市におきましては、平成13年度に担い手農

家支援特別対策事業の創設や農業活性化特別支援

資金の拡充を行ったところでございます。

事業の実施に当たりましては、担い手農家支援

特別対策事業については、おおむね３分の１以上

の認定農業者が事業に参加されることを条件とし

ておりますが、残り３分の２の方々につきまして

は、現在、認定農業者でなくても事業への参加が

できるように配慮しております。

なお、これらの方々につきましては、自己の将

来の経営目標や経営計画を立てていただくよう指

導をしているところであります。

また、高齢者や後継者がいない小規模な農家の

方々の多くは、生産量が少ないため、継続的な市

場への出荷が困難な農家であります。このため、

現在、市内各地にあります直売所を通じて農作物

が販売されている状況にありますので、今後とも、

直売所建設の支援を行い、都市型農業の特徴であ

ります消費者と顔を合わせる農業を推進してまい

りたいと考えております。

なお、本市の農業は遊休農地の増加などが多く

の課題を抱えておりますが、農地の保全という意

味からも、農家の経営面積の多少にかかわらず、

多くの農家の方々を支援できるようにしてまいり

たいと考えております。

次に、野菜の振興策でございますが、議員ご指

摘のとおり、就農者の高齢化や担い手不足等によ

り、野菜の生産は全般的に減少しております。特

に、生姜、バレイショ等農作物に労力を要する野

菜につきましては、10年前と比較して栽培面積は

半減している状況にあります。また、価格の面に

おいても、単価が安いことも栽培農家が減少した

要因ではないかと考えられます。

このような状況の中、野菜の振興につきまして

は、農協等関係機関と協力し、農作業の省力化等

あらゆる方策に取り組んでいるところであります。

特に、本市の振興品目でありますイチゴにつきま

しては、収穫時において腰への負担が大きいため、

一時は栽培面積の減少も懸念されましたが、腰に

負担がかからないタナ式栽培の試験に取り組み、

現在では、県の補助事業に採択されております。

もちろん、市単独事業であります担い手農家支援

対策特別事業においても、タナ式栽培の普及を図っ

ているところであります。

さらに、本市で行っておりますイチゴウイルス

フリー苗育苗施設につきましても、イチゴ栽培農

家へ安定した苗の供給を行っており、収穫量の増

加、品質向上の面においても、その役割を十分果

たしているものと考えております。

また、軽量で取り扱いやすい本市の推進品目で

ありますアスパラガスにつきましては、収穫が安

定せず、１つの課題となっておりますので、長崎

農業改良普及センター等関係機関と一体となって

収穫増加のための試験研究を実施しているところ

でございます。

いずれにいたしましても、今後とも、決して恵

まれない本市農業の立地条件を克服するため、さ
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きに述べた品目以外に、ネギ、ホウレンソウ等少

量多品目により収益性の向上を図り、消費者のニー

ズに応えた新鮮で安全な地場農産物を農産物直売

所等で供給するとともに、端境期を極力なくすよ

う周年栽培体制を確立し、農家の所得向上と地域

の特色を生かし、本市農業の活性化を図ってまい

りたいというふうに考えております。

以上でございます。

○市民生活部長 (妹尾芳郎君) ご質問第６項目目

の市民生活と高齢化社会についてのうち、第１点

めの国民健康保険事業の運営と資格証明書の発行

についてお答え申し上げます。

国民健康保険は、被保険者全体の相互扶助でな

り立つ社会保険制度であり、その財源となる保険

税の収納確保は、国保制度を維持していく上で、

また、被保険者間の負担の公平を図るという観点

からも極めて重要な課題でございます。

こうした中で、平成12年度から介護保険の導入

を機に、保険税滞納者に対する実効的な対策を講

じる観点から、保険税を滞納している世帯に対し

て、災害その他政令で定める特別の事情があると

保険者が認める場合を除き、保険者は被保険者証

の返還を求めるとともに、資格証明書の交付を行

うこととされたところであります。

資格証明書は、平成12年度の第１期の納期限か

ら１年を経過しても、なお保険税を納付しない場

合において交付が義務づけられておりますが、資

格証明書の交付については、老人保健の対象者、

原爆被爆者及び厚生労働省令で定める公費負担医

療の対象者は適用を除外されており、また、災害

等の特別の事情がある方については、その旨の届

出書を提出していただき、さらに、特別の事情が

認められなかった場合等においては、弁明の機会

を付与するなど、やむを得ない事情の考慮をする

こととなっております。

本市においては、昨年10月１日に377世帯に対

して資格証明書を交付いたしましたが、その状況

につきましては、平成12年度の第１期の納期限か

ら１年を経過しても保険税を納付していない世帯

が2,564世帯、そのうち国保資格喪失・国保税納

入などにより非該当となった世帯が705世帯、老

人保健法等による適用除外世帯が183世帯、また、

納税相談等実施の結果、保険税を納付できない特

別の事情があると認められる世帯が1,299世帯と

なっており、最終的に先ほど申し上げました377

世帯に資格証明書を交付した次第でございます。

なお、資格証明書交付後に、特別の事情に該当

したり、滞納税額の納付などの事情により資格証

明書から被保険者証へ変更となる場合があり、本

年１月末での交付世帯数は309世帯となっており

ます。

また、今後の予定といたしましては、平成12年

度の第２期以降の納期限から１年を経過している

滞納世帯を対象に、３月下旬の交付を予定いたし

ております。

資格証明書の交付に際しましては、納期限から

１年を経過したことをもって画一的に交付するの

ではなく、その世帯の生活状況等を十分に把握し、

特別な事情を勘案した上で、国保税の負担能力が

あるにもかかわらず、督促や催告を行っても納税

相談や指導に一向に応じないような、いわゆる悪

質滞納者に対して交付することといたしており、

資格証明書を交付することにより診療費が支払え

ず、医療機関等を受診できないなどのケースを極

力つくらないよう事務をとり行っております。

今後とも、資格証明書の交付に当たっては、十

分検討を重ね、慎重に対応してまいる所存でござ

います。

以上でございます。

○福祉保健部長 (高谷洋一君) 介護保険料の減免

基準の明示についてお答えさせていただきます。

本市における減免制度につきましては、国が示

した条例準則等を受けまして、災害、疾病、失業、

農作物の不作等の４つの事由と本市独自に特別な

事情があることを加えた５つの事由のいずれかに

該当する者のうち必要があると認められるものに

対し、保険料を減免することといたしております。

そのうち、その他特別の事情があり必要と認めた

場合の具体的な適用対象につきましては、同じ社

会保険である国民健康保険との整合性を十分に図っ

た上で、個々の具体的な事情に即し納付能力が認

められないと判断された場合に限り、必要に応じ

た減免を行う制度を昨年４月から設けているとこ

ろであります。これにつきましては、本市介護保

険条例及び介護保険に関する規則において、その

事由等を規定し、事務処理等の細目につきまして
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は、事務要領に従い、事務処理をとり行っている

ところであります。

このように、減免制度は、個々の具体的な事情

に即し納付能力が認められない場合に限り行うも

ので、一定の基準を設け一律に行うものではない

こと、また、国における保険料減免に対する考え

方の中で、一律の減免は行わないとされているこ

と、さらに、介護保険は社会保険方式であり、原

則はすべての方に保険料をご負担していただく制

度であり、この減免制度は、あくまでも例外規定

として取り扱っているものであります。

そこで、お尋ねの介護保険料の減免基準の明示

につきましては難しいと考えております。しかし

ながら、本市の減免制度の概要を各個人へ送付さ

せていただく納入通知書及びこれに同封させてい

ただくパンフレット等へ記載することにより周知

を図るとともに、制度説明会を初め、市政と暮ら

しの出前講座や広報ながさきへの掲載等できる限

りの広報に努め、引き続き市民への周知を図って

まいりたいと考えております。

次に、低所得者に対する介護サービス利用料の

軽減についてでございますが、国が示しました介

護保険法の円滑な実施のための特別対策に基づき

実施されております低所得者に対する利用者負担

の軽減措置等の取り扱いにつきましては、本市に

おきましても、国及び県の補助を受け、同様に対

応を図っているところであります。

その具体的内容は、一つ、所得税非課税世帯で

あって、介護保険制度施行日前のおおむね１年間

に、訪問介護 (ホームヘルプサービス) を利用し

ていた高齢者について、訪問介護に係る利用者負

担を制度施行後３年間、３％とし、平成15年度以

降、段階的に引き上げ、平成17年度から10％とす

るとなっております。また、所得税非課税世帯で

あって、障害者施策によるホームヘルプサービス

を利用していた方について、若年障害者の取り扱

いに関する結論が得られる平成16年度までの間、

訪問介護に係る利用者負担を３％とするというも

ので、この特別対策の趣旨は、介護保険導入に伴

う負担の激変緩和の観点から、低所得者の利用者

負担について特別の措置を講じようとするもので

ございます。

そこで、お尋ねの件についてでございますが、

介護保険制度では、給付と負担の関係を明確にす

ることから、また、サービスを利用する者としな

い者との負担の公平、さらにはサービス利用につ

いての費用意識の喚起等の観点から原則として、

介護サービスに係る費用の10％をサービス利用者

にご負担いただく制度となっております。

したがいまして、介護保険制度を円滑に実施す

るために設けられた経過措置である特例措置を恒

常的に他のサービスも含め拡大して実施していく

こと等は、介護保険制度の根幹にかかわる問題で

あり、本市といたしましては、低所得者の方に対

する利用者負担の軽減につきましては、現在示さ

れている制度を十分周知し、活用を図る中で対応

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○都市計画部長 (松本紘明君) 10番のバス空白地

域の乗合タクシー運行に伴う諸問題についてであ

りますが、本市の代表的なバス空白地帯でありま

す丸善団地地区、矢の平・伊良林地区の２地区に

おきまして、昨年10月19日より12月31日までの期

間で、乗合タクシーによる試行実験を実施いたし

ました。

現在、試行実施中の利用状況やアンケート調査

結果をもとに、運行事業者、関係自治会との協議

を進めているところであり、運行内容を充実させ

て、平成14年４月から本格的に運行させたいと考

えております。

バス空白地帯への乗合タクシーの導入に伴う市

の助成についてのご質問でございますが、試行実

験等により一定の乗客が確保でき、地域住民の生

活の足として、利便性の向上に寄与できる場合は

助成を行い、バス空白地帯の解消に努めてまいり

たいと考えております。

以上です。

○42番（柴田 朴君） 質問の内容が多岐にわたり

まして、いろいろと答弁の皆さん方も大変ご苦労

さんでした。

まず、私は、公立保育所を民間保育所に移譲す

るという問題で、市長は、社会福祉法人だから、

これは利益を上げる団体でもないし、今後とも安

心して任せることができるんではないかと、そう

いうふうな考え方でございますけれども、私は、

今の民間保育所というのは、社会福祉法人である
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けれども、やはり運営費、その金の問題を無視し

ては運営できないと、そういう関係が厳然とある

と思うんです。だから、先ほど市長の答弁の中で、

公立保育所は1.3の割合で予算、金が要ると、い

わゆる普通の保育所が１の場合にですね、私立の

保育所が１の場合に、公立は1.3と、非常に割高

になると、こういうふうなことを指摘をされまし

たけれども、これは公立保育所の場合は、例えば

時間の延長とか、いろいろな問題その他出てきて

も、一定、市の方で金を何とか出すということが

できるわけなんですけれども、民間は、それが非

常にできないというふうな状態に置かれておりま

す。

私が今度いろいろ状況を調べてみまして、例え

ば、児童福祉法に基づいて、児童１人当たりの面

積とか、いろいろなものがありますけれども、そ

ういうふうなものが本当に満たされているかとい

うことを厳密に追及すると、満たされていない。

なぜかというと、多くの保母さんたちの意見を聞

いても、たくさんの荷物があったりですね、いろ

いろなことで、子どもたちの遊び場とか、いろい

ろなものは現実的には縮小されてしまっているん

ですね。あるところでは、寝るところがないから

布団棚に寝せるとか、そんなこともやらざるを得

ないんですよ、今の定員外を収容するために。そ

ういうふうに公共性がずっと無視されてくるとい

うふうな状態があるわけなんです。

だから、長崎市の場合には、幸いなことに民間

保育所というのが歴史的に非常に多いですね、54

カ所。これは類似都市を調べてみると、ほとんど

類似都市では、半分以上は公立保育所が多いとこ

ろが圧倒的に多いんですよ。やはり長崎の一つの

歴史性だなと私は思うんですが、キリスト教とか、

いろいろなそういう宗教団体とか、そういうボラ

ンティアから出発をした保育所活動というものが

あった一つの底辺があると思うんです。

だから、そういう意味では、私は、12カ所の公

立保育所というのは、今直ちにそれを民間に移譲

するんではなくして、54もあるそういう私立の保

育所の日ごろの運営のあり方、そういうふうなも

のの手本にすべきだと思うんです、この12カ所の

公立の保育所は。言ってみれば、民間の保育所が

それ以上条件を切り下げられないように、防波堤

の役割を、この公立保育所に果たさせるべきだ。

そういうふうなことを考えないと、あなたがおっ

しゃるように、社会福祉法人だし、だんだん民間

の企業も成熟をしてきていると、そういうふうな

ことは、一般的には、そういう見方はできても、

現実には、私は成熟しているという状態ではない

と。それは市長が、具体的に民間の保育所に定員

外にもいっぱい押し込んでいる状況を見てごらん

なさい。荷物をあっちにもこっちにも置いて、本

当に子どもたちが休めるところというのもないよ

うな保育所もあるんですよ。その辺をどう考える

のかという問題が横たわっていると思いますよ。

私は、この問題が起きて、そして茂木と福田と

２カ所ですが、これが非常にたちまち一般市民の

問題になって、もう８万ぐらいの署名が短期日の

うちに集まっているというのは何を物語っている

のか。市長もこれはご承知のとおり、児童福祉法

の中では、やはり相当厳しい規定があると思うん

です。そういうふうな児童福祉法の立場を考えて

も、これは簡単にそういうものを私は民間に移譲

してもらっては困ると、そういう点は、ぜひ再検

討してほしいというふうに考えております。子ど

もたちの育児とか子どもたちの成長というのは、

児童福祉法では、やはり国と、そしてそこの親で

すね、両親が等しく責任を課せられているわけな

んですから、行政というのは、そういう意味での

責任を強く持っているということを主張しておき

たいというふうに考えます。

それから、農林水産行政で、これは市長も回答

の中で触れましたけれども、やはり橘湾と有明海

の間を移動回遊するカタクチイワシとかクルマエ

ビとか、それから魚介類があると言われています

ね。それは、あなたの答弁の中でも出ましたけれ

ども、そういう回遊している魚が橘湾と有明海を

行ったり来たりしているんです。そういうふうな

状況の中で、有明海と同様に橘湾も漁獲量がずっ

と減ってきている。そういう点は重視をすべきだ

と私は思うんです。だから重視をしたから、県の

方にもお願いして調査を依頼しているということ

でございますが、私は、県知事は諫早干拓という

ものを進める立場にあるんですから、これは、あ

なたたちが今、調査を依頼しておりますと言って

も、わざと調査がおくれることはあり得るわけで
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すよ。橘湾とも関係がありますということを発表

するということになれば、また、これは福岡や佐

賀だけではなくして、長崎市も立ち上がらなけれ

ばいかんということになるわけですから、そうい

う意味では、私は、今のままでは、なかなか県は、

この橘湾の影響をしているかどうかという回答は

出さないだろうと思うんですよ。

その点について、やはり市長は、知事と会って

でも、この点ははっきりさせないと、長崎市は、

あそこに50億円も60億円も投資をしてですね、や

はり育てる漁業の拠点として、我々は守っている

わけですから、その点では、非常に当局の対応と

いうのが、私は生ぬるいんではないかと、余り請

求もしないんではないかと思うんですよ。私が委

員会で指摘してからも相当な日時が経過しており

ますが、そういうふうな点を指摘しておきたいと

思うんです。

それで、この点は、ひとつ市長の決意ですね、

とにかく知事ともう一回会ってみようと、そうい

うことも含めてお答えをいただければというふう

に思います。

それから、不況対策で商工部長からもお答えを

いただいたんですが、私は今、貸し渋りというの

が金融庁の指導で相当銀行の態度というのが変わっ

てきているでしょう。私に言わせれば、銀行法を

逸脱した銀行の運営がされていると思うんです。

そういうふうな情勢のときに、やはり行政が余り

物を言いきらないと、銀行業務を阻害してはいか

んという立場から物を言わないんですよ、行政が。

しかし、一方の銀行は、それこそ銀行法そのもの

を守っていない、そういう態度で今、業者にあたっ

てきているではないですか。前々までは、決算が

赤字であってもですよ、それは、そこの企業が日

ごろ努力をしていると、そして非常に有能な企業

だということであれば、決算が赤字であっても融

資をするという態度をとっておりましたよ。今は、

絶対赤字だったら融資をしないと、こういうふう

なところにまで徹底しているんですよ。

だから、やはり業者はサラ金とかローンとか、

いろいろなものに走る。そういうふうな銀行業務

が曲げられているときに、なぜ行政が物が言えな

いのかと私は言いたい。

私が今度調べてみると、例えば長崎市は、積立

金だけでも360億円以上あるわけですけれども、

十八銀行だけでも、これは223億円ぐらいのお金

をずっと預けているんですよ、十八銀行に223億

円。それから、親和銀行は約150億円ぐらいをずっ

と預けているんです。そういうふうな大きな金を

預託をしながら、一方では、そういうふうな業者

を守る立場での物が言えないと、こういう点は、

非常に私は残念に思うわけなんです。だから、銀

行が、やはり当たり前の銀行法に基づいた仕事を

しているときには、他の行政がそれに介入するこ

とはできないと私は思います、それは遠慮しなけ

ればいけないだろうと。しかし、銀行そのものが

今、銀行法を破って勝手なことをやっているでは

ないですか。そういう場合に、もっと業者をだれ

が守るのか、そういう点を考えてほしい。

だから、私は、そういうふうな貸し渋りという

のがある場合に、長崎市が積立金から30億円でも

40億円でも取り崩して、そうして直貸しを設けな

さいと、市長は、前回のそういった私たちの要求

に対して、そうすると銀行業務のようなことを、

また市役所の職員以外にやらなくてはいけない、

それができない。こういうふうなことを言ってお

ります。東京あたりでは、これを中小企業診断士

が代役をして、そういう直貸しを応援しているん

です。だから、私は長崎でも、例えば銀行のＯＢ

とか、いろいろな人たちを雇って、そういうふう

な臨時で協力をしてもらって、そういう専門の人

がおるわけですから、やっていいではないですか。

そういう点をひとつ、今後、検討をすべきではな

いかというふうに考えております。

それから、国民健康保険の問題で、先ほど部長

からお話がありました。私は、資格証明書という

のは、これは資格証明書で病院にかかったら全額

窓口で払わなければいかんわけですから、お金を。

結局は、かからないんですよ、資格証明書所持者

は。病院に行かない。その辺の置き薬で我慢する

と、こういうふうな状態になっておりますね。そ

うすると、国民健康保険というのは、これは一つ

の日本では社会保障なんですから、そういう社会

保障の権利まで取り上げてしまっているというふ

うな状態があると思うんです。

だから、あの当時の宮下厚生大臣ですか、あの

人が国会の中で答弁しているのは、非常に悪質な
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場合と、悪質な場合というのは、例えば財産があ

るのに財産を他人の名義にして隠したり、そうい

うことをやっている悪質者に対しては徹底的にや

りなさいと、こういう指導でしょう。今の長崎市

内の少なくとも、こういう該当者、そういう人た

ちは、私は、そんな財産まで隠してやるような人

たちではないと思うんですよ。この人たちと話し

てみると、もう何でも差し押さえるものがあった

ら差し押さえてほしいと、そういうふうな心境の

人たちなんです。

だから、30人も相談員というのがおるんですか

ら、私は、そういう人たちが、むしろあなたたち

が１回も相談に来んとか、いろいろなことを言っ

ていますけれども、それは相談に来ないことも悪

いです。しかし、私は、相談に来れない人たちの

ところに30人の相談員が手分けして行って、そう

して、その実態というものをつかむべきではない

か。そういう点が欠けているんではないかという

ふうに思っています。

また、介護保険の問題につきましては、これは

私が、いわゆる減免の内容を明示しようと、今ど

こに行っても、一つの要綱的なものをちゃんと、

こういう場合には、こういう減額をしますという

ことを書いて、やはり要綱を示しているんです。

今は情報化の時代でしょう。情報公開の時代です

から、そのくらいのことはやるべきではないか。

現に課長と話したときにも、あなたたちはどうい

うものを持って日常の仕事を処理しているのかと

言ったら、ちゃんと私に要綱を持ってきて見せま

したよ。そういうものがあるんですから、それを

見れば、なるほどと、そしてこれは、人が見ても

何も誤解をするような内容は一つもないんです。

むしろ見せた方が公正な適用ができるわけです。

なぜ、それができないのかという点では、私は、

ちょっとあなたたちのやり方を変えてほしいなと

いうふうに思っております。

それから、平和の問題では、市長がテロ事件後

のアメリカの外交の姿勢の変化、こういう点では、

市長も非常に厳しい認識を示していることを市長

の言葉として受け取りました。私は、だからです

ね、やはりアメリカの今やっていることというの

は、もうひとりよがり。アメリカだけが正しいん

だという態度が今いろいろなところに出てきてお

ります。

だから、最近のアフガンのああいう爆撃が連続

して進んでいるという状態の中で、ヨーロッパの

諸国からまで批判が出てきていると、フランスそ

の他から。そういう状態になってきているわけな

んです。そうして、今度のああいう７カ国を、さ

らに敵対視したような核兵器の配置を支持すると、

こういうことになると、これは何をか言わんやな

んです。

せんだって、ブッシュ大統領がアジアの３国を

訪問しました。やはり、日本の小泉首相だけは、

非常に１から10まで、ブッシュ大統領を尊敬する

ような発言しかしていないんですけれども、隣の

韓国に行ったときには、金大中、あの大統領から

相当、ブッシュ大統領の考え方というのは批判を

されている。そして「いさめられた」という言葉

をある新聞は書いておりますよ。だから、彼の発

言もちょっとトーンダウンしたと。あるいは中国

に行っても、江沢民との話しの中で必ずしも歓迎

されていない。そういうふうな状態が出てきてい

ると私は思います。

したがって、そういう意味では、やはり日本政

府も、もっときちんとした自主的な外交というも

のをやる必要があると私は思います。その点を被

爆地の市長は、やはりよその市長が言えないこと

を被爆地の市長は堂々と言えるんですよ。言って

も政府は何もとがめない。そういう状態にあるん

ですから、思い切って、ひとつ発言をしてもらい

たい。

それから、海兵隊の入市について、これは私が

言いたいのは、この海兵隊の人たちというのは、

やはり沖縄でもいろいろな事件を起こしている人

たちなんです。若い人たちが、やはり長い間、自

分のふるさとを離れて、こういう状態にあるから、

その気持ちは私はわかりますよ、いろいろなスト

レスがたまる。そういう人たちがいろいろな事件

を起こしてるでしょう。特に、海兵隊が多いんで

すよ。だから、大分とか別府とか、あの周辺の観

光地は、来てもらっては困るという張り紙をほと

んどこう出している。こういう状態なんですね。

だから、長崎に私は来たんではないかなと。被爆

地長崎に来るのを市長が「これは一般の市民だか

ら歓迎しますよ」では、そういった核兵器に対し
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て、核実験に対して厳しく抗議をしている市長の

態度としては、ちょっと私は寂しい思いをするん

ですよ。それはそれ、これはこれではなくして、

海兵隊のこういう人たちの行動というのは、最先

端でアメリカのそういった指導を受けているわけ

でしょう、アメリカ政府の。そういう人たちなん

だから、もう少しきちんとした被爆地の対応をし

てほしいと私は思います。

佐世保の市長が今度、こういうテロ事件が起こっ

てから、今まで原子力潜水艦が入るときとか、い

ろいろな弾薬を陸上輸送するときとか、佐世保市

でも大体、事前に通知があっていたのが、このテ

ロ事件後、余りやらなくなった。あるいは通知を

しても、それを市長は市民には公表しないでくれ

と、こういうふうな制限が加わってきているわけ

ですね。それに対して、佐世保の市長は、先日、

もうアフガンの問題も落ちついてきておるんだか

ら、いろいろな事前の情報というのをきちんとやっ

てもらって、私も市民に対して、それは公表した

いと、そういうふうに堂々と言っているわけなん

ですね。そのくらいの考え方というのは、私はあっ

てしかるべきではないかというふうに思うんです

けれども、その辺については、もう一度、ご答弁

をいただければと思うんです。

教育問題については、いろいろと教育長からご

答弁をいただきました。私は、やはり週５日制の

問題一つをとってみても、これは今の子どもたち

が本当に居場所がないと言われるように、非常に

追い詰められている。そういう子どもたちにゆと

りを与えようと、少し。そういうことが大きな気

持ちとしてあるわけです。ところが、矛盾がある

のはですね、一方では、学習指導要領というのが

ありまして、この学習指導要領では、そういうふ

うな立場でとらえていないんですよ。だから、学

習指導要領は５日制になっても、これはずっと従

来のものを詰め込んでしまっている。そして、２

日間休むということだって、一方では、学習指導

要領が全然、そういう配慮がなされていない、む

しろ子どもたちを締めつけるような役割でしょう。

そして、そこで表面的だけ５日にしようと。しか

しながら、また学校に行くと、今度は、余分に押

しつけられてくると、こういうふうな関係が私は

あると思います。

だから、根本的には、５日制を本当に実のある

ものにするならば、学習指導要領そのものを見直

さなければならない。そういう関係に置かれてい

ると思うんです。だから、そうでないと、子ども

たちは、もう少しゆとりを持たなければいけない

のにゆとりがない。ゆとりがないから、私は、子

どもの発達成長段階で歪みが起こってくると、こ

ういうふうな状態になっていると思うんです。し

たがって、その辺をもっと、やはり私は教育委員

会では検討を深めてほしいと思います。

不登校の状態では529名と、こういうふうに報

告されまして、これは必ずしも長崎市も他の都市

と比較して、私は少なくない、多い方だと思って

おります。それだけに、やはり今度の30人学級の

問題とか、あるいは５日制の問題というのは、もっ

と掘り下げた体制が必要ではないか。長崎の県の

教育委員会がですね、この30人学級でどういう議

論をしているのか、そういう問題も含めて、私は、

教育長の説明というものをお聞きしたいというふ

うに思っております。

それから、市町村合併の問題についてでありま

すけれども、これは市長もおっしゃいましたよう

に、やはり最終的には、そういう住民の意見とか、

いろいろなものを慎重に聞きながら判断をしたい

というふうに答弁をされたわけですけれども、私

は、今の市町村の合併問題というのは、どこから

見ても尋常ではないと、本当にやはり政府が行革

と裏表の関係で押し出してきているというところ

に、全国町村会の会長さんたちが言うように、町

村会がなかなか政府のやり方をわかったという状

態になってないんですよ。だから、いまだに129

の市町村しか、いわゆる法定合併協議会に参加し

ていない。3,200もある市町村の中で、その程度

のものしか参加できないというのは、いろいろな

これは疑問がそこにはあると思います。

福岡県のような大きいところでも、わずか２カ

所ぐらいでしょう、法定合併協議会ができたのは。

それは県は非常に慎重だと、あの山本町村会長は

言っておりました。私は、そうあるべきだと思う

んですよ。

長崎は非常に小さい県だけれども、もう４カ所

も５カ所も法定合併協議会を進めてやっているけ

れども、離島も含めて非常に問題のある内容がた
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くさん含まれていると私は思っております。

そういう点でも、私は、非常に町村合併の行方

というのは慎重であるべきだというふうに考えて

いるわけです。

一応、そういうことを申し上げて、市長からも、

特に平和の問題、あるいは水産業の問題では、も

う一度コメントをいただきたいと思っております。

それから、市民生活の問題では、介護保険の減

免の基準を明示することについては、私は、どう

してもこだわりたいんですよ。福祉部長の発言を

もう一回いたしてください。

それから、教育行政では、先ほど申しましたけ

れども、５日制もいいですけれども、その前の、

やはりそういった学習指導要領の見直しというの

は、どういうふうに考えているのか、その点につ

いても、ひとつご意見を賜りたいと思っておりま

す。

○議長（鳥居直記君） 質問者にお尋ねをしますが、

残された時間はわずかでございます。答弁者を指

名してください。

○42番（柴田 朴君） 答弁者は、先ほど申しまし

たように、市長からも２つの問題で答弁をしてほ

しいということですね。

○議長（鳥居直記君） ほかには。

○42番（柴田 朴君） それから福祉保健部長。

○議長（鳥居直記君） わかりました。市長。

○市長 (伊藤一長君) 柴田議員の再質問にお答え

いたしたいと思います。

残り時間はあと５分でございまして、再答弁の

ご指名をいただきまして、大変光栄でございます。

再質問が非常に熱心でございまして、時間がわず

かしかございませんけれども、限られた時間内で

私の方から答弁をさせていただきたいと思います。

まず、平和行政の中の海兵隊が長崎に来るのは

けしからんというお話でございますけれども、私

は、これまで何回も本会議も含めて申し上げてお

りますが、就任した年が被爆50年の年でございま

したけれども、本当に被爆地長崎、しかも、世界

で最初にして最後の被爆地にしなければいけない

プルトニウム型原子爆弾が落とされた長崎の被爆

の実相というのが、これだけたくさんの方々が大

変なご努力を、また苦しい思いを、また核兵器と

共存できないというみずからの体験も含めた、そ

ういうのをしていただいた割には、まだまだ世界

に伝わっていないなということをひしひしと感じ

た者の一人であります。

そういうことも含めて、今回の問題もそうであ

りますし、艦船の入港もそうでありますけれども、

私服で原爆の資料館あるいは爆心地公園、また平

和公園、そういうところに来ていただくんだった

らいいんではないかなと。俗に言います「百聞は

一見にしかず」という言葉がございますけれども、

やはりみずから、私服で原爆資料館などを見てい

ただく。また、もしよろしければ被爆者の方々の

お話を聞いていただく。そういうことによって、

そういう被爆の実相を体験していただくんだった

ら、自国にお帰りになって、家族の方とか親しい

方々にそれを広げていただくというのも、私はい

いんではないかなという形で、今回も受け入れさ

せていただいたところであります。

ちなみに、在日のいわゆる大使館とか公館がた

くさん日本にあるわけでありますけれども、大使

館も含めて、また、そこにおられる制服組の方々

も含めて、長崎に来られたときには、ぜひ、そう

いうコースは必ず回っていただきたいということ

は、私の方からも、これは強くお願いしていると

ころでございます。

第２点目の保育所の問題でございますけれども、

私は若干、大変申しわけございませんが、柴田議

員とちょっと見解を異にいたしますのは、民間の

保育所の方々もよくやっているんではないかなと

私は思います。公立の保育所が見本だから、ある

いは公立の幼稚園が見本だから、民間の保育所と

か民間の幼稚園は、やはりその見本というものを、

一つのサンプルといいますか、そういうもののお

手本みたいな形でするんだよという形の時代では

もうないんではないかなと思います。

もちろん、ちゃんとしたマニュアルというのは、

これは大事なことでありますから、それをマスター

すれば、むしろ民間が育ってきていれば、民間で、

私は、やはり議会のお許しをいただき、また、市

民のご理解をいただければ、そういういろいろな

仕事というのは私は移行させていただく、そうい

う時代に来ているのではなかろうかなというふう

に思いますし、特に、少子化社会でありますし、

男女共同参画都市宣言をしている長崎のまちであ
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りますので、やはり保護者の方々が子どもさんを

預けやすいような延長保育の問題、一時保育預か

り事業の問題、また、休日での預かり事業の問題

等々を含めて、そういう受け皿をきちんと法人組

織がしていただければ、私は、そういうものを育

てるような形で、また、誤りのないような形で、

私どもの指導も含めて、また、議会の皆様方のご

意見を聞きながらさせていただくということが私

は時代の一つの大きな流れではないかなというふ

うに思いますので、この辺は、私どももしっかり

頑張りますので、また、保護者の方々、そこに務

めておられる方々にご理解を賜るように、これか

らも努力をいたしたいというふうに思いますので、

よろしくお願いをさせていただきたいと思います。

これは、この２つの市立の保育所だけではなく

て、もしご理解いただければ、今後とも、議会の

皆様方とのいわゆる議論等を重ねながら、これか

らもこの問題は継続すべきであるし、ある意味で

は、公立の幼稚園も、その延長線上に私はあるの

ではなかろうかなと、また、市が建てたい、何回

も申し上げてましたけれども、市の土地に市が借

金をして建物を建てて、そして市の職員がそこを

運営する時代は、ある意味では終わったんではな

いかなと、それを、いわゆるいい意味で成熟して

くれば、その受け皿があれば、いろいろな方々に

民間の活力を導入するという、そういう時代になっ

たんではなかろうかなというふうに考えておると

ころでございます。

また、有明海と橘湾の問題でございますけれど

も、これは19カ所のポイントの問題、また、県単

独の５カ所のポイントの問題、これは県の方も、

しっかり私どもも特に連携を取りながら、大事な

漁場の再生の問題でありますし、いかに漁獲高を

ふやしていくというのは大事なことでありますの

で、連携を取りながら頑張ってまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

以上でございます。

○議長（鳥居直記君） 休憩いたします。

午後は１時から再開いたします。

＝休憩 午後０時１分＝

＝再開 午後１時０分＝

○副議長（江口 健君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。28番小林駿介議員。

〔小林駿介君登壇〕

○28番（小林駿介君） 公明党の小林駿介でござい

ます。

本日は、国民注視の中、北方支援に絡む鈴木宗

男氏の証人喚問が放送されたばかりでございます

が、国民の一人として、真相が究明され、政治不

信の念が一日も早く変わる日の訪れることを強く

念じながら、個人質問をさせていただきます。

既に通告しておりました３題につきまして、順

次、お尋ねしてまいりますので、市長並びに関係

理事者におかれましては、前向きかつ明確なご答

弁を期待するものであります。

１. 長崎駅周辺地区及び各支所のバリアフリー

化の現状と対策について。

３月８日の代表質問でもお触れになりましたが、

交通バリアフリー法の制定を受けて、今後10年間

の施策の大綱が示されました。市民生活の上から、

また、県外からの観光客の皆さん、とりわけ障害

者の皆さんにとって最も関心の高いことは、長崎

市の表玄関である駅周辺のバリアフリー度であり

ます。

ご承知のように、長崎駅と交通センターを結ぶ

通路にはエレベーターの設置がなされております。

しかしながら、バスの停留所や運賃100円、どこ

まで行っても100円と人気の高い長崎電鉄の発着

場にも、実は弱者対策がなされておらないのであ

ります。長崎駅周辺の再整備構想が策定され、将

来的には長崎駅前も近代的な、かの小倉駅前のよ

うになると期待をするものでありますが、その実

現には数十年を要すると思われます。それまで待

てというのは、余りにも酷ではないかと思うので

あります。

そこで、長期、短期のバリアフリーの具体策を

お示しください。

また、各支所におけるバリアフリーの現状と課

題についてお示しをいただきたいと思います。

２. 次に、高齢者緊急通報装置の機能の拡充に

ついてお尋ねいたします。

本市に高齢者用緊急通報装置、いわゆるペンダ

ント型通報装置が導入をされましたのは、平成６

年であります。以来、今日では常時約1,000世帯

の市民の皆さんの、まさかのときのセーフティー
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